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【概要】 
 市内に居住していた方が、市外の介護保険施設や障害者支援施設等に入所したのちに死亡し、本

市の葬祭場で葬儀を行う場合、市内にお住まいの御遺族等の減免手続きにより、各種葬祭場使用料

を市内居住者料金へ減免することができます。 
 
（１）対象となる方 

ア 死亡時に介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１３条第１項に規定する住所地特例対象

施設に入所または入居し、本市の介護保険被保険者であった方 
イ 死亡時に障害者総合支援法（平成１７年法律第１２３号）第１９条第３項に規定する特定施

設入所障害者であって、本市の介護給付費等の支給決定を受けていた方 
 

（２）対象となる施設 

ア 介護保険法（住所地特例対象施設） 

  ○介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム(定員２９人以下のものを除く)」 

○介護老人保健施設 

○介護療養型医療施設、介護医療院 

   ○特定施設（介護専用型で、かつ定員２９人以下のものを除く) ※地域密着型特定施設を除く 

・有料老人ホーム 

・軽費老人ホーム 

○養護老人ホーム 

  ○サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当するもの。 

イ 障害者総合支援法（居住地特例対象施設） 

○障害者支援施設 
○児童福祉施設 
○療養介護を行う病院 
○共同生活支援を行う住居（グループホーム）  等 

 
（３）減免手続きについて【詳細は、下記お問い合わせ先へ御連絡ください。】 

 ア 申請いただく方…川崎市内に居住する御遺族（葬祭場使用許可申請者と異なる場合は、事前に御相談ください。）  
 イ 申請に必要な書類 

・葬祭場使用料減免申請書…葬祭場使用許可申請者と異なる場合は、死亡者の御親族であるこ

とを証する資料、御本人確認の出来る資料を併せて御提示下さい。 
・介護保険被保険者証又は介護保険資格者証(写し)…介護保険法住所地特例対象の方 
・障害福祉サービス受給者証(写し)…障害者総合支援法居住地特例対象の方 

  ・葬祭場使用許可証…予約手続きが全て完了(「死体埋火葬許可証の提出を含む」)した後、各

斎苑事務所にて発行します。 

住所地特例・居住地特例対象者の葬祭場使用料の減免について 
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【お問い合わせ先】 

川崎市健康福祉局保健医療政策部 

保健医療政策課施設調整担当 

電 話 ０４４－２００－０４５７ 

ＦＡＸ ０４４－２００－３９８６ 

Ｅ-Mail 40iryose@city.kawasaki.jp 

「住所地特例とは」 

 介護保険制度では、６５歳以上の方（第１号被保険者）と４０歳以上６５歳未満の医療保

険に加入している方（第２号被保険者）は住所を有する市町村の介護保険の被保険者となる

「住所地主義」が原則となっていますが、介護保険施設等に入所することにより、市町村を

越えて住所を変更した場合には、住所変更前の市町村の被保険者となり、これを「住所地主

義の特例（住所地特例）」といいます。 
 
「居住地特例とは」 

 障害者総合支援法における自立支援給付の支給決定、認定等については、障害者または障

害児の保護者の居住地の市町村が行うことが原則となっていますが、施設等所在地の支給決

定事務や費用負担が過大とならないよう、居住地原則の例外として、一定の施設等の入所・

入居等については、入所等する前に居住地を有していた市町村が支給決定事務の実施主体と

なります。 
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